
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４
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○
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
五
号
）

第
一
条

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
十
三
条
の
四
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
、
「
法

第
十
三
条
の
四
中
「
第
三
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
条
第
三
項
」
に
、
「
法

第
二
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
」
を

第
二
条
第
三
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
」
を

「
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
」
に
改
め
、
「
、
又
は
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定

「
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
」
に
改
め
、
「
、
又
は
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
販
売

に
よ
り
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
販
売

又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
を
販
売
す
る
場
合
の
販

又
は
提
供
の
方
法
に
よ
り
指
定
商
品
若
し
く
は
指
定
権
利
を
販
売
す
る
場
合
の
販

売
条
件
又
は
指
定
役
務
を
提
供
す
る
場
合
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「

売
条
件
又
は
指
定
役
務
を
提
供
す
る
場
合
の
提
供
条
件
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「

そ
れ
ぞ
れ
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各

そ
れ
ぞ
れ
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
若
し
く
は
第
三
項
各
号
又
は
同
条
第
二
項
各

号
」
を
「
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削

号
」
を
「
同
条
第
一
項
各
号
又
は
第
二
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
書
を
削

り
、
同
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
二
項
各
号
」
を
削
り
、
「
同
条
第
三
項
各
号

り
、
同
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
第
二
項
各
号
」
を
削
り
、
「
同
条
第
三
項
各
号

」
を
「
第
二
項
各
号
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第

」
を
「
第
二
項
各
号
」
に
、
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
六
条
第

一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一

一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
第
二
項
第
四
号
」
を
削
り
、
「
第
三

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
、
第
二
項
第
四
号
」
を
削
り
、
「
第
三

項
第
二
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条

項
第
二
号
」
を
「
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
三
条

の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
第
二
項
」
を

の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
三
条
の
三
第
二
項
」
を

「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
」
を
「
包
括
信
用
購
入
あ

「
第
三
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
割
賦
購
入
あ
つ
せ
ん
」
を
「
包
括
信
用
購
入
あ

つ
せ
ん
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え

つ
せ
ん
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
十
条
を
加
え

る
。

る
。

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

第
四
十
三
条

法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

利
用
者
に
交
付
し
又
は
付
与
し
た
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度

二

利
用
者
に
交
付
し
又
は
付
与
し
た
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度

額
を
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
一
時
的
に
増
額
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ

額
を
当
該
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
一
時
的
に
増
額
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
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つ
て
、
当
該
利
用
者
が
当
該
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
又
は
通
知
し
て
、
包
括
信

つ
て
、
当
該
利
用
者
が
当
該
カ
ー
ド
等
を
提
示
し
又
は
通
知
し
て
、
包
括
信

用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、
又

用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
か
ら
商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、
又

は
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
役
務
の
提
供
を
受

は
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
役
務
提
供
事
業
者
か
ら
役
務
の
提
供
を
受

け
る
目
的
及
び
当
該
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
若
し
く
は
当

け
る
目
的
及
び
当
該
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
販
売
業
者
若
し
く
は
当

該
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
役
務
提
供
事
業
者
の
名
称
又
は
こ
れ
に
相

該
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
役
務
提
供
事
業
者
の
名
称
又
は
こ
れ
に
相

当
す
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

当
す
る
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
。

該
当
す
る
と
き
。

イ

極
度
額
を
一
時
的
に
増
額
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
三
月
以
内
の
場
合
で

イ

極
度
額
を
一
時
的
に
増
額
し
よ
う
と
す
る
期
間
が
三
月
以
内
の
場
合
で

あ
つ
て
、
当
該
増
額
さ
れ
た
後
の
極
度
額
が
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本

あ
つ
て
、
当
該
増
額
さ
れ
た
後
の
極
度
額
が
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本

文
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
事
項
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た

文
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
事
項
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た

包
括
支
払
可
能
見
込
額
に
法
第
三
十
条
の
二
の
二
本
文
の
経
済
産
業
大
臣

包
括
支
払
可
能
見
込
額
に
法
第
三
十
条
の
二
の
二
本
文
の
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
正
当
な
理
由
が
あ
つ
て
法
第
三
十
条

が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を
超
え
な
い
場

の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
、
当
該

合
に
お
い
て
、
当
該
増
額
さ
れ
た
後
の
極
度
額
が
当
該
目
的
に
照
ら
し
て

カ
ー
ド
等
に
係
る
極
度
額
（
現
に
当
該
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る

相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

極
度
額
を
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
一
時
的
に
増
額
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
一
時
的
に
増
額
す
る
前
の
極
度
額
）
）
の
二
倍
に
相
当
す
る
額
を

超
え
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
増
額
さ
れ
た
後
の
極
度
額
が
当
該
目
的

に
照
ら
し
て
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
、
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規

四

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
、
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規

定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
事
項
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
包
括
支
払

定
に
よ
る
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
事
項
を
基
礎
と
し
て
算
定
し
た
包
括
支

可
能
見
込
額
に
法
第
三
十
条
の
二
の
二
本
文
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
割

払
可
能
見
込
額
に
法
第
三
十
条
の
二
の
二
本
文
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め

合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
正
当
な
理
由
が
あ
つ
て
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
範
囲
内
で
、
付
随
カ
ー
ド
等
を
利
用
者
に
交

文
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
行
つ
て
い
な
い
場
合
は
、
利
用
者
に
交
付
し
又
は

付
し
若
し
く
は
付
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
付
随
カ
ー
ド
等
に
つ

付
与
し
た
カ
ー
ド
等
に
係
る
極
度
額
）
の
範
囲
内
で
、
付
随
カ
ー
ド
等
を
利

い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額
し
よ
う
と
す
る
場
合

用
者
に
交
付
し
若
し
く
は
付
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
付
随
カ
ー
ド

等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額
し
よ
う
と
す
る
場
合

五

（
略
）

五

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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第
四
十
五
条

（
略
）

第
四
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
生
活
維

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
生
活
維

持
費
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

持
費
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
、
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
を
す
る
た

二

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
が
、
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
を
す
る
た

め
カ
ー
ド
等
を
そ
の
収
入
及
び
そ
の
配
偶
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

め
カ
ー
ド
等
を
そ
の
収
入
及
び
そ
の
配
偶
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

て
い
る
者
に
交
付
し
若
し
く
は
付
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
者
に
交

て
い
る
者
に
交
付
し
若
し
く
は
付
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
又
は
当
該
者
に
交

付
し
若
し
く
は
付
与
し
た
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額

付
し
若
し
く
は
付
与
し
た
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
包
括
支
払
可
能
見
込
額
を
算
定

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
の
包
括
支
払
可
能
見
込
額
を
算
定

す
る
た
め
に
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
す
る
に

す
る
た
め
に
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
す
る
に

当
た
り
、
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
年
収
の
合
算
を
し
な
い

当
た
り
、
第
四
十
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
年
収
の
合
算
を
し
な
い

と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
者
に
係
る
生
活
維
持
費
を
当
該
者
の
年

と
き
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
者
に
係
る
生
活
維
持
費
を
当
該
者
の
年

収
及
び
当
該
配
偶
者
か
ら
申
告
を
受
け
た
年
収
（
申
告
を
受
け
る
こ
と
が
で

収
及
び
当
該
配
偶
者
か
ら
申
告
を
受
け
た
年
収
（
申
告
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
配
偶
者
か
ら
申
告
を
受
け
た
当
該
配
偶
者

き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
配
偶
者
か
ら
申
告
を
受
け
た
当
該
配
偶
者

の
年
齢
、
勤
務
先
等
の
情
報
に
よ
り
合
理
的
に
推
定
し
た
年
収
。
第
五
号
に

の
年
齢
、
勤
務
先
等
の
情
報
に
よ
り
合
理
的
に
推
定
し
た
年
収
。
第
五
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
（
当
該
配
偶
者
か
ら
そ
の
年
収
の

お
い
て
同
じ
。
）
に
応
じ
て
按
分
し
た
額
（
当
該
配
偶
者
か
ら
そ
の
年
収
の

申
告
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
あ
つ
て
そ
の
合
理
的
な
推
定
が
で

申
告
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
そ
の
合
理
的
な
推
定
が
で
き
な

き
な
い
と
き
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
者
に
係
る
生
活
維
持

い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
者
に
係
る
生
活
維
持
費
の

費
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
。
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
一
年
経
済
産
業
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
条

割
賦
販
売
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条

割
賦
販
売
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
次
の

２

包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
利
用
者
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
利
用
者
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
の
記
録
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
、
カ
ー
ド
等
（
付

事
項
の
記
録
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し
、
カ
ー
ド
等
（
付

随
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
（
第
一
号
に
掲
げ

随
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
（
第
一
号
に
掲
げ

る
場
合
（
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
を
更
新
し
よ
う
と
す
る

る
場
合
に
は
更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
含
み
、
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四

場
合
を
除
く
。
）
に
は
更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
含
み
、
第
一
号
に
掲
げ

号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
除
く
。
）

る
場
合
（
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
を
更
新
し
よ
う
と
す
る

の
満
了
の
日
又
は
当
該
有
効
期
間
内
に
締
結
し
た
す
べ
て
の
包
括
信
用
購
入
あ

場
合
に
限
る
。
）
又
は
第
二
号
、
第
三
号
、
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ

つ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
（
当
該
カ
ー
ド
等
（
付
随
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
）
に
係

る
場
合
に
は
更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
除
く
。
）
の
満
了
の
日
又
は
当
該

る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
ら
れ
た
最
終
の
支
払
期
日
の
う
ち
最
後
の
も
の
（

有
効
期
間
内
に
締
結
し
た
す
べ
て
の
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
受
領
契
約

こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ
く
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
債
務
の
す
べ
て
が

（
当
該
カ
ー
ド
等
（
付
随
カ
ー
ド
等
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

弁
済
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日

定
め
ら
れ
た
最
終
の
支
払
期
日
の
う
ち
最
後
の
も
の
（
こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ

）
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

く
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
債
務
の
す
べ
て
が
弁
済
そ
の
他
の
事
由
に

よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅

い
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

契
約
年
月
日
（
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額
し
よ

イ

契
約
年
月
日
（
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
極
度
額
を
増
額
し
よ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
増
額
し
た
年
月
日
、
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ

う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
増
額
し
た
年
月
日
）

れ
に
係
る
有
効
期
間
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
更
新

し
よ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
指
定
信
用
情
報
機
関
が
保
有
す
る
特
定
信
用

情
報
を
使
用
し
て
調
査
を
行
つ
た
年
月
日
）

ロ
～
ニ

（
略
）

ロ
～
ニ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
二

法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
包
括
信
用
購
入

第
四
十
七
条
の
二

法
第
三
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
包
括
信
用
購
入

あ
つ
せ
ん
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
利
用
者
ご
と

あ
つ
せ
ん
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
利
用
者
ご
と

に
、
次
に
定
め
る
事
項
の
記
録
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し

に
、
次
に
定
め
る
事
項
の
記
録
を
、
書
面
又
は
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
し

、
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は

、
カ
ー
ド
等
に
つ
い
て
そ
れ
に
係
る
有
効
期
間
（
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は

更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
含
み
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
更
新
さ
れ

更
新
さ
れ
た
後
の
有
効
期
間
を
含
み
、
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
更
新
さ
れ

た
後
の
有
効
期
間
を
除
く
。
）
の
満
了
の
日
又
は
当
該
有
効
期
間
内
に
締
結
し

た
後
の
有
効
期
間
を
除
く
。
）
の
満
了
の
日
又
は
当
該
有
効
期
間
内
に
締
結
し

た
す
べ
て
の
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
（
当
該
カ
ー
ド
等
に
係

た
す
べ
て
の
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
関
係
受
領
契
約
（
当
該
カ
ー
ド
等
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
ら
れ
た
最
終
の
支
払
期
日
の
う
ち
最
後
の
も
の
（

る
も
の
に
限
る
。
）
に
定
め
ら
れ
た
最
終
の
支
払
期
日
の
う
ち
最
後
の
も
の
（

こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ
く
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
債
務
の
す
べ
て
が

こ
れ
ら
の
契
約
に
基
づ
く
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
債
務
の
す
べ
て
が

弁
済
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日

弁
済
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
消
滅
し
た
と
き
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
消
滅
し
た
日

）
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）
の
う
ち
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
条
又
は
第
四
十
二
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う
場
合

一

第
四
十
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う
場
合
又
は
第
四
十
二
条

次
に
掲
げ
る
事
項

の
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二

第
四
十
一
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
調
査
を
行
う
場
合

次
に
掲
げ
る

二

第
四
十
一
条
の
場
合

次
に
掲
げ
る
事
項

事
項

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

（
略
）

（
略
）


